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大槌商工会女性部は、商工会青年部と新おおつち
漁協女性部との複数団体で、大槌町地域環境保全

活動報償費事業を利用して植栽活動を行いました。朝から気温
が高く、開始時間を繰り上げて実施しましたが、町内の団体や
自治回などから約 8０名が集まり、大槌駅前と町方の公園にベ
コニアを植えました。参加者には花苗を配り、町内各地で植栽
してもらうよう呼びかけました。 また、北銀ひまわり会よりひ
まわり苗の提供があり、希望者へ配布しました。 

『よ市夏まつり』 
では、青年部は

焼きそばにビールにラムネ、
おもちゃすくいを、女性部は
焼きトウモロコシやフランク
フルト、味噌おでんとスーパ
ーボールすくいを出品しまし
た。 

新部長となりました、田中
た な か

篤志
あ つ し

です。 
青年部の活動を本格的に始めて２

年。３年目の今年、色々分からないこ

とも多い中、部長として青年部を盛

り上げていくと共に、コロナも明け

て様々な活動が盛んになってきた昨

今、既存の枠にとらわれず、新たな活

動にチャレンジし、地域活性に貢献

していきたいと考えております。 
部員一同頑張ります！皆様のお力を

是非とも青年部にお貸しください。 

 新青年部長 

書き損じはがき 未使用はがきを集めています 

“ ” “ ”  

就任一年目の今年は青年部全国大会岩手大会と

いう一大行事を控えています。スローガンは『力』。

力をあわせればできないことはない！開催成功に

向けて県下青年部一丸となって取り組む所存です。 

全国大会が終わっても任期は続きます。大会で生

まれる出会いや繋がりをきっかけに、岩手に訪れて

くれる人たちを迎い入れていける地域や関係づく

りに携わっていきたい。さ 

らに、持続可能な社会のた 

めに青年部として何ができ 

るか、任期を通して模索し 

ていきたいと思います。 

青年部 前部⾧の兼澤 幸男さんが 
岩手県商工会青年部連合会の会⾧に就任しました 



 

出場者募集  いす-1GP（グランプリ）岩手大槌大会 
 大槌商工会青年部では、昨年に引き続き「いす-１ＧＰ岩手大槌大会」を 11 月 2 日（日）に開催いたしま

す。  
 いす-１GP とは、日本事務いすレース協会（JORA）が主催する、2 時間の間に事務いすを使ってコースを

何 周走れるかを競う耐久レースです。2010 年に京都府京田辺市にあるキララ商店街の店主たちが、店が次々

に閉 まっていくことに危機感を感じ、商店街を盛り上げようと企画したのがはじまりで、現在では日本国内 
20 か所以上、台湾やマレーシアなど海外でも開催されています。 
 3 回目となる今回は、大槌駅前から場所を移し、末広町商店街通りでの開催となります。また、防具セット

やいす貸出等のエントリーオプションもあるので、道具の用意ができない場合は防具セット付エントリーを

お願いいたします。2時間耐久事務いすレース ぜひご参加ください。 

日時 令和 7 年 11 月 2 日（日）9 時～15 時 
 
場所 末広町商店街通り 
 
競技 一般レース 
①予選：チームより 1 名選抜し、30ｍタイムトライ

 アルの予選を行い、タイム順によってスタ

 ートポジションを決定。 
②本選：１周約 150ｍの周回コースを 2 時間 3 人

 で走り続け、周回数により順位を決定。 
 
参加資格 
・高校生以上 ・１チーム 3 名 
 
参加費 
 １チーム 6,000 円 
➢オプション 
①防具セット付 1 チーム 4,000 円 
②いす貸出（先着 9 脚） 1,000 円 
 
申込方法 下記 QR コードよりお申込みください。 

 
申込締切    エントリー10 月 25 日（土）まで 
※防具セット付エントリー10 月 18 日（土）まで 

䐫䐰

 いす-1GP 奥州えさし大会に大槌商工会青年部として部⾧と事
務局 2 名、応援部隊 4 名で参戦してきました。全国各地から 25
チームが参加し、強者が多数勢揃いの中、結果は 10 位と好成績
でした。3 人で 72 周、距離にして約 14.4km を完走しました!
11 月には大槌大会を予定しており、田中部⾧より大槌開催を PR
し、えさし大会出場者に参加を呼びかけました。 



 
令和７年８月２８日に開催された第４回岩手地方最低賃金審議会の答申にて、以下のとおり最低賃金

が改正発行されることになります。 

時間額１，０３１円 【引上げ額７９円、引上げ率８．３０％】 
（早ければ１２月１日に改正されます） 

 

 

令和 7 年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特
定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、令和 7 年分以後の所得税に適用 
されます。このため、令和 7 年 12 月に行う年末調整など、12 月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。 

改正事項 年末調整および源泉徴収事務における留意点 

① 基礎控除の見直し 
合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。 

・令和７年 12 月に行う年末調整では改正後の控除額
に基づき一年間の税額の計算し、改正前の「源泉徴収
税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行
います。 
・令和 8 年以後は新たな源泉徴収税額表に基づき、源
泉徴収を行います。 

② 給与所得控除の見直し 
給与所得控除 55 万円の最低保障額が 65 万円に引き
上げられました。 

③ 特定親族特別控除の創設 
特定親族（配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者
を除く、居住者と生計を一にする 19 歳以上 23 歳未
満の親族）を有する場合には、居住者の総所得金額等
から、特定親族の合計所得金額に応じて控除を受ける
ことができます。 

・令和 7 年 12 月に行う年末調整で適用されます。 
 

・公的年金等の受給者がこれらの控除の適用を受けよ
うとする場合には、確定申告をする必要があります。 
 

・年末調整においてこれらの控除の適用を受けようと
する人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特
別控除申告書」「給与所得者の扶養控除等（異動申告
書）を提出する必要があります。 
 

・令和 8 年以後は従業員の方から提出を受ける扶養控
除等申告書に、源泉控除対象親族の記載が正しく行わ
れているか確認し、新たな源泉徴収額表に基づき、源
泉徴収を行います。 

④ 扶養親族等の所得要件の改正 
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正
されました。 
 
 

  

 

令和 7 年度 岩手県最低賃金の改正決定の答申について 

令和 7 年度税制改正による 
所得税の基礎控除の見直し等について 

所得税基礎控除の見直し等に関する詳細は 
国税庁のホームページでご確認ください。 年末調整がよく分かるページ 


